
税理士法人プロネットＮｅｘｔ

インボイス制度の概要と準備するべきこと
制度に伴いあたえる影響とは︕

1



１．消費税の仕組み

・課税売上に係る消費税額（預かった消費税額）

貸付業収入（駐車場、店舗、事務所、倉庫など）
（居住用家賃や地代は非課税売上）

課税売上に係る消費税額－控除対象仕入税額＝納付税額
(例)店舗家賃110,000円（消：10,000円）
管理料 5,500円（消： 500円） 10,000円 ー 500円＝9,500円（納付）
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①納税義務者

※基準期間とは

〇法人 前々事業年度

〇個人 2年前の1/1～12/31

R2.1.1 R3.1.1 R4.1.1 R5.1.1 R6.1.1

売上 500万円 1,500万円 1,700万円 1,800万円

消費税 免税 免税 免税 課税
（2年前無し） （2年前無し） 500万円 ≦1,000万円 1,500万円＞1,000万円

開業

基準期間(※)の課税売上高が1,000万円を超える事業者

②納付税額の原則的な計算方法

・控除対象仕入税額（支払った消費税額）

修繕費、建物の管理料、水道光熱費など

(注)この他の計算方法のほかに、簡易課税制度もあり



２．インボイス制度の概要
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①開始時期 ・・・令和5年10月1日より開始

②登録申請 ・・・令和3年10月1日より受付開始 ※課税事業者のみ登録可能
令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として令和5年3月31日までに登録申請書を
提出する必要があります。

③仕入税額控除の要件

【適格請求書(インボイス】

①適格請求書発行業者の氏名又は名称及び登録番号

②取引年月日

③取引内容（軽減税率の対象品目である旨）

④税率ごとに区分した合計した対価の額

（税抜き又は税込み）及び適用税率

⑤税率ごとに区分した消費税額等

⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

④登録事業者以外からの課税仕入れに係る経過措置

令和元年10月 令和5年10月 令和8年10月 令和11年10月
【軽減税率実施】 【インボイス制度実施】

4年 3年 3年

全額控除可能 80％控除可能 50％控除可能 控除不可

令和5年10月～

【適格請求書保存方式】

（インボイス制度）

帳簿 一定の事項が記載された帳簿の保存

請求書等 適格請求書(インボイス）等の保存

登録事業者になると
毎年消費税申告が必要です！



３．登録事業者の選択
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登録申請する
※R5.3.31まで

登録申請しない

登録申請する
3年後に？？

①店舗・事務所収入有り
1,000万円超
※既に課税事業者

②店舗・事務所収入有り
1,000万円（税込）以下
※免税事業者

③アパート＋駐車場収入
※免税事業者
※相手先が最終消費者のみ

◎ポイント 登録事業者にならなかった場合に予想される事態
・消費税相当額についての家賃などの値引き
・インボイスを発行できる競合他社に集客で負ける
・取引の停止 など



４．適格請求書（インボイス）等の交付方法
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・インボイスの要件を満たす請求書や領収書を取引毎に発行する方法
（領収書は印紙が必要）

・賃貸借契約書+αを活用しインボイスの要件を満たす方法（要経過観察）
②既存の契約書を活用する場合

＋

振込金受取書 or ※通帳

【建物賃貸借契約書に下記の項目を記載】

〇発行者の名称及び登録番号
〇取引の相手方の名称
〇取引の内容
〇税率ごとの対価の合計額及び適用税率
〇消費税額等

【既存建物賃貸借契約書】

※既存の契約書では
「登録番号」、「適用税
率」、「消費税額等」の
記載が不足

＋
【ご案内】

〇登録番号
〇適用税率
〇消費税額等

①新様式の契約書で再契約する場合
新たに交付契約書（新様式）

※口座振替による支払いの場合



お問い合わせ
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税理士法人 プロネットＮｅｘｔ

福岡市博多区東⽐恵２丁目７−１４
ＴＥＬ ０９２−４７４−７８３８
ＦＡＸ ０９２−４８２−７８３９
ＵＲＬ http://www.pronetjp.com

資産税部 税田大輔（さいただいすけ）

税理士法人プロネットＮｅｘｔ ＝ 資産税部 ＝



スマイルあんしんパック
について

1

株式会社三好不動産 資産管理部
今村一星

2022年4月16日



講師 自己紹介
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【現職】株式会社 三好不動産 資産管理部
オーナーサービス課 マネージャー

【出身】１９８5年 ⿅児島県指宿市⽣まれ

【経歴】2008年 株式会社三好不動産 入社 スマイルプラザ香椎店へ配属
2012年 スマイルプラザ香椎店 店⻑
2014年 スマイルプラザ吉塚店 店⻑
2016年 賃貸管理部 建物メンテナンス課 リノベーショングループ
2017年 資産管理部 オーナーサービス課

今村 一星 （いまむら いっせい）

【資格】宅地建物取引士
相続⽀援コンサルタント（⽇本賃貸住宅管理協会）



商品のご案内
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■商品名：スマイルあんしんパック

■商品概要：入居者が退去した際に生じる退去時修繕費用
を毎月定額料金を支払う事により保証する

■委託料 ：１㎡当たり８０円（税別）
■見積例 ：２０㎡×１０戸×８０円=１６,０００円/月

１６,０００円×１２ヶ月＝１９２,０００円

退去時修繕に関わる共済として、福岡県で初めての

認可を取得。（2018年8月）

組合名：スマイルあんしん共済協同組合

※三好不動産の「管理」が条件になります



スマイルあんしんパックの概要
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50㎡︓6⼾の場合
50㎡×80円×6⼾
＝24,000円/月
（年288,000円）

20㎡︓6⼾の場合
20㎡×80円×6⼾
＝9,600円/月

（年115,200円）

※全戸での加入となります



スマイルあんしんパックの概要
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対象項目（一部抜粋）
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項目 清掃 修繕 交換
共通 壁・天井（クロス） ● ● ●

床（フローリング） ● ●
電球・電池 ● ●

設備 給湯器・電気温水器
エアコン・換気扇 ●
水栓本体（ハンドル・シングルレバー） ● ●
多機能便座 ●

トイレ 便座 ● ● ●
ゴムフロート・ボールタップ ● ● ●

浴室 シャワーヘッド・シャワーホース ● ● ●
鏡 ● ● ●



現状の退去時修繕について
①退去が重なり、工事総額が大きくなる。
経費計上にムラが出る。
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現状の退去時修繕について
②工事内容の精査に時間がかかれば入居の
機会損失を生む。

1.退去
2.見積

作成

3.見積

精査

4.見積

提案

5.見積

修正

6.見積

精査

7.見積

提案

8.工事

承諾

9.工事

発注

10.工事

完工

管理会社・補修業者との打合せ行程
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現状の退去時修繕について
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将来の対策が
必要です！
将来の対策が
必要です！

材料費

人件費
入居率

建築の増加 材料費の高騰

人件費の高騰
人口減少

空室率上昇

③人件費・材料費の高騰による工事費上昇
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①毎年の経費が平準化する為、安定経営に
つながる。
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経費のムラと無駄を軽減します。

現状

加入後

スマイルあんしんパックのメリット

合計
120
万円

合計
120
万円



11

1.退去

2.⾒積作成

3.⾒積精査

4.⾒積提案

5.⾒積修正

6.⾒積精査
2回目

7.⾒積提案
2回目

8.⼯事承諾

9.⼯事発注

10.⼯事完⼯

②管理会社・補修業者とのやりとりが減り、入居可能
な日程が早まる。オーナー業務の軽減が出来る。

1.退去

2.⾒積作成

3.⾒積精査

4.⼯事発注

5.⼯事完⼯

改善！

入居までの
スピードアップ

現状 加入後

スマイルあんしんパックのメリット
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③３万円以下の小修繕工事も共済が負担で工事費の
削減が可能。

スマイルあんしんパックのメリット
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スマイルあんしんパックのメリット

間取り 費用
１Ｋ〜 25,000円
２Ｋ〜 35,000円
３Ｋ〜 40,000円
⼾建(平屋) 45,000円
⼾建(２階〜) 55,000円

メリットその④メリットその④

メリットその⑤メリットその⑤

入居者が退去後に支払うルームクリーニング代は、
オーナー様にお支払いします。

入居者の故意過失は最終的に当社が負担します。
ルームクリーニング代

(例)１Ｋ:年３⼾の退去⇒75,000円が収入

メリットその⑥メリットその⑥

リノベーションをする場合、リノベーション費用から退
去時修繕費用を差し引いた額のみのお支払いで大
丈夫です。



加⼊事例紹介
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物件概要
１．所在地：福岡市南区
２．間取・戸数：1K×16戸
３．㎡数：1戸当たり21.77㎡
４．建築年数：41年
５．過去3年での退去件数：6件

工事金額
掛金

2019年 2020年 2021年
工事金額3年

平均合計金額 件数 平均金額 合計金額 件数 平均金額 合計金額 件数 平均金額 月額金額 年額金額

¥256,878 2件 ¥128,439 ¥640,585 2件 ¥320,293 ¥421,025 2件 ¥210,513 ¥439,496 ¥30,652 ¥367,826 

３年間退去時修繕費合計
1,318,488円（６件）

共済３年間合計
1,103,478円

差額が２１５,０１０円!!



契約時確認事項
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１．事務所・店舗部分の契約は出来ません。

２．毎月積立ていくタイプの商品ではありません。
解約時の返礼金などもございません。

３．契約後に2ヶ月間の免責期間があります。
⇒只今キャンペーン中で免責なし！

４．解約は1ヶ月前に解約予告が必要です。

５．当サービス申込み時に未補修の居室がある場合は、
弊社指定業者で工事完了後の契約となります。

６．解約後の再加入はできません。



ご清聴

ありがとうございました
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賃貸住宅修繕共済
全国賃貸住宅修繕共済協同組合

2022年４⽉

国土
交通省
認可

国土
交通省
認可

２０２２年４月１６日
福岡県賃貸住宅経営者協会

説明会

全国賃貸住宅修繕共済協同組合

溝端 祐三





全国賃貸住宅修繕共済協同組合組織概要

1. 名称 全国賃貸住宅修繕共済協同組合

2. 根拠法 中小企業等協同組合法

3. 開業日 2021年11月1日

4. 所管庁 国土交通省

5. 事務所 東京都中央区八重洲1－3－7

八重洲ファーストフィナンシャルビル１９F

6．役員構成

代表理事 高橋 誠一 全国賃貸管理ビジネス協会 会長

専務理事 三好 修 （公社）全国賃貸住宅経営者協会連合会 会長

理 事 門松 哲 有限会社アート企畫社 代表取締役

監 事 高橋 幸一郎 全国賃貸管理ビジネス協会 専務理事

（2022年4月1日現在）



設立の経過

2020年7月 公益財団法⼈⽇本賃貸住宅管理協会に賃貸住宅の⼤規模修繕
を経費化するための「検討ワーキング会議」を設置

2021年2月 東京国税局から共済掛⾦の損⾦算⼊を認める旨回答

同 3月 全国賃貸管理ビジネス協会を含む賃貸関係３団体で、国土交
通省認可申請のための「プロジェクト会議」を設置

同 10月 国土交通大臣から認可取得

同 11月 共済組合設⽴

同 12月 代理店登録開始

2022年４月 全国の代理店を通じて販売開始



全国賃貸住宅修繕共済協同組合当組合は

 「中小企業等協同組合法」に基づいて設立された共済生協です。

根拠法のない共済
（無認可共済）

根拠法のある共済
（認可共済）

当共済組合 根拠法のない共済

監督官庁 国土交通省 なし

設立における認可制度 あり なし

商品審査制度 あり なし

責任準備金制度 あり なし

資産運用規制 あり なし

ディスクロージャー制度 あり なし

代理店登録制度 あり なし



本日の内容

Ⅰ．賃貸オーナーにとっての修繕の意義

Ⅱ．商品概要

Ⅲ．質疑応答



Ⅰ．賃貸オーナーにとっての修繕の意義

１．修繕の必要性

２．資金確保

３．修繕の効果



全国賃貸住宅修繕共済協同組合1．修繕の必要性

修繕をしないと負のスパイラルになります。

建物も、人の体と同じです。

新築時は良くても、年数を経れば、色々と不具合が
出てきます。

屋根 屋根



全国賃貸住宅修繕共済協同組合1．修繕の必要性

外壁 外壁

鉄部 手すり



全国賃貸住宅修繕共済協同組合1．修繕の必要性

修繕をしないと負のスパイラルになります。

1 外観の劣化

2 競争力の低下

3 修繕費の確保
困難

4 一層の老朽化

5 さらなる競争
力の低下

6 人の住めない
状態に



全国賃貸住宅修繕共済協同組合1．修繕の必要性

安定した賃貸住宅経営ができなくなります

 空き室率の増加

 入居者の満足度低下

 入居者がすぐに退去

 家賃収入の減少

 設備破損等による入居者のけがのリスク

 クレームの増加

つまり



全国賃貸住宅修繕共済協同組合1．修繕の必要性

負のスパイラルとならないためには？

その答えは、計画修繕 です。

建物の各部位や外構などについて、それぞれ、

どのようなタイミングで点検や修繕を行ない、
どの程度の費用が必要となるか把握することが
重要です。



全国賃貸住宅修繕共済協同組合2．修繕の資金確保

大規模修繕の部位別の修繕項目と周期年の例

修繕項目 周期

共
用
部
分

屋根防水改修 12

外壁等改修 12

床防水等改修 12

鉄部等塗装 6

建具・金物等改修 12

共用内部等改修 12

給水設備改修 12

排水設備改修 30

ガス設備改修 30

空調・換気設備等改修 20

電気設備等改修 15

情報・通信設備改修 15

消防設備改修 30

昇降機設備等改修 30

修繕項目 周期

共
用
部
分

立体駐車場設備改修 20

外構・付属施設改修 24

仮設 工事時

診断・設計・管理費用 工事時

長期修繕計画作成 12

修繕項目 周期

専
用
部
分
（住
戸
内
）

内装材（床・壁・天井等） 5

内装建具改修 12

台所設備改修 10

浴室設備改修 10

洗面化粧台設備改修 10

トイレ設備改修 10

給湯器設備改修 10

エアコン設備改修 10

出典：賃貸版計画修繕積立制度の創設に向けて（ニッセイ基礎研 所報Ｖｏｌ４８）より



全国賃貸住宅修繕共済協同組合2．修繕の資金確保

長期修繕計画を立てることにより、どのタイミングにどの程度の資金を確保する
必要があるのかを把握することができます。



全国賃貸住宅修繕共済協同組合2．修繕の資金確保
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積立型定期預金での積立

生命保険での積立

損害保険での積立

年金保険での積立

投資信託での積立

その他・無回答

管理会社は、家主に対し、どのような修繕資金確保の提案をしているか

（複数回答可能） （％）

出典：民間賃貸住宅の大規模修繕等に対する意識の向上に関する調査検討報告書（2017年3月）



全国賃貸住宅修繕共済協同組合2．修繕の資金確保

修繕資金の積立に必要な要素

1） 元本保証

2） 節税メリット

3） 修繕の発生に応じて引き出せる柔軟性

4） 積立金額の柔軟性

5） 期間設定の柔軟性

6） 災害等への対応

7） 運用収益への期待

出典：賃貸版計画修繕積立制度の創設に向けて（ニッセイ基礎研 所報Ｖｏｌ４８）より筆者加筆



全国賃貸住宅修繕共済協同組合3．修繕の「効果」

下記の条件の下で、シミュレーションを行なった検証

項目 木造 ＲＣ造

計画修繕の有無 計画修繕あり 随時修繕 計画修繕あり 随時修繕

使用期間 30年 22年 60年 47年

修
繕
の
実
施
時
期

考え方 日管協マニュアル
建物本体は左の
1/2の頻度。設備
は同条件。

日管協マニュアル
建物本体は左
の1/2の頻度。
設備は同条件。

屋根 15,25年目 20年目 15,25,35,45,55年目 20,35年目

外壁、雨樋、土台 15,25年目 20年目 15,25,35,45年目 20,35年目

ベランダ、階段廊下 10年目以降5年毎 15,20年目 10年目以降5年毎
15,20,30,35,45

年目

室内設備、配水管 10年目以降5年毎 10年目以降5年毎 10年目以降5年毎
10年目以降5年
毎

その他
（給配水管等

20,30年目 20年目 20,30,40,50年目 20,30,40年目

修繕費 マニュアルに基づく 左の1．5倍 マニュアルに基づく 左の1．5倍

出典：賃貸住宅の計画的な維持管理及び性能向上の推進について
平成31年3月国土交通省 住宅局



全国賃貸住宅修繕共済協同組合3．修繕の「効果」

項目 木造 ＲＣ造

計画修繕の有無 計画修繕あり 計画なし 計画修繕あり 計画なし

使用期間 30年 22年 60年 47年

損益分岐点 18年目 15年目 24年目 25年目

入居期間 2年 4年 2年 2年 4年 2年

表面利回り 9.51% 9.99% 9.87% 7.76％ 8.39％ 7.49%

実質利回り 2.78% 3.28% 2.13% 2.53％ 3.13％ 1.90%

IRR（内部収益率）10年 ▲0.25％ 0.09％ ▲0.26％ 0.92％ 1.23% 0.91%

IRR算定上の売却価格は、新築時を100としたとき、築10年82．2に設定

木造：損益分岐点は、計画修繕ありで18年、計画修繕なしは15年目となったが、実質利回りは、
計画修繕ありは2．78％、計画修繕なしは2．13％で、計画修繕有りの方が収益性が高い。

ＲＣ造：損益分岐点は、計画修繕ありで24年目、計画修繕なしは25年目となった。実質利回りは、
計画修繕はりは2．53％、計画修繕なしは1．90％であり、計画修繕有りの方が収益性が高い。

出典：賃貸住宅の計画的な維持管理及び性能向上の推進について
平成31年3月国土交通省 住宅局



全国賃貸住宅修繕共済協同組合修繕の効果

計画修繕・リ
ノベーション
工事による必
要な投資の実

施

住宅性能の

維持・向上

入居率・家賃
収入の確保

長期修繕計画の策定・
点検の実施
計画的な資金確保

入居者が安心・満足

賃貸経営の安定化

良質な賃貸住宅ストック形成に資する投資サイクルの実現



本日の内容

Ⅱ．商品概要



全国賃貸住宅修繕共済協同組合契約始期から終期までの基本的な流れ

長期修繕計画書に基づいた共済期間、掛金を拠出し、
将来の修繕工事費用に備える制度。

加入

・・・

定期検査 共済金請求

未経過共済掛金
（＝請求限度額）

１０００
万円

［イメージ］ 共済期間終了時に修繕工事を行う際の、請求限度額の推移

1000
万円

掛金は掛け捨てのため、
解約返戻金や満期金はありません。



１．共済の関係図

家主様

代理店
共済

協同組合

②共済掛⾦

①共済契約

物件

⑤共済⾦の請求

⑥共済⾦の⽀払い

③定期検査
（修繕工事の紹介）

修繕業者

④施工

22



全国賃貸住宅修繕共済協同組合共済の対象

◆ 対象となるもの

① 賃貸住宅 ※戸建賃貸も対象となります。

② 賃貸に供している店舗等併用住宅 （＝テナント入り賃貸）

※住宅全体の延床面積のうち、店舗部分の床面積が50％以下の建物

◆ 対象となる築年数

木造（軽量鉄骨）の場合 築30年以内

木造以外の場合 築４0年以内

◆ 対象部位

屋根 外壁
※木造等の軒裏含む



全国賃貸住宅修繕共済協同組合共済の対象

◆ 共済期間

10年～50年の間で1年刻みで選択いただけます。
※共済期間中に修繕を要する劣化が確認されましたら、期間満了を待たずに請求権が発生します。

◆ 支払限度額 （パンフP.8）

構造
外壁および軒裏

（1㎡あたり）
屋根

（1㎡あたり）

木造（軽量鉄骨） 36,000円 32,900円

鉄骨造 45,600円 43,700円

RC造 50,600円 48,600円

ほとんどの修繕工事費用がカバーできる水準です。



全国賃貸住宅修繕共済協同組合契約成立の流れ

１．加入前の劣化状況検査

２．長期修繕計画の策定

３．掛金の算出

申込帳票の記入・提出



全国賃貸住宅修繕共済協同組合契約成立の流れ

１．加入前の劣化状況検査

＜使用帳票＞
加入・定期検査時チェックリスト

代理店(管理会社)が当該物件につき、
共済加入の可否判定に用いるチェックリスト

▼
１つでも該当項目がある場合、

お引き受けできません。

該当項目を解消いただき、
改めて申し込み手続きをお願いします。



全国賃貸住宅修繕共済協同組合契約成立の流れ

２．長期修繕計画の策定

＜使用帳票＞長期修繕計画書

いつ、どの部位に、どんな修繕を行うか。
また、その費用想定を計画する。

▼
共済期間・掛金算出の根拠となります。



全国賃貸住宅修繕共済協同組合契約成立の流れ

３．掛金の算出

＜使用帳票＞長期修繕計画書・パンフレットP.6

① 予想修繕費はいくらですか？ 万円(例)１４００

② そのうちいくら補償希望しますか？ 万円１２００

③ 修繕工事は何年後ですか？ 年後１０
※①の５０～１００％の範囲

④ 払込方法は？（月払 or 年払） 月払

◆算出の流れ

1200 万円 ÷ 10 年間 ÷ 12（月払） = 10 万円

② ③ ④



全国賃貸住宅修繕共済協同組合共済加入時期と契約発効タイミング（月払）

５日

入
力
締
切
日

１０日

申
込
書
類
到
着
期
限

５月

７

２７日

第
１
回
掛
金
引
落
（
2
か
月
分
）

６月

中旬

証
書
発
行

８

２７日

７月

６６月1日
発行契約

1日

共
済
始
期
日

※「入力」
申込書類受領後、代理店担当者が申込内容をシステム入力すること。

第
２
回
掛
金
引
落
（
１
か
月
分
）

代理店→
事務センター（秋田）



全国賃貸住宅修繕共済協同組合共済期間中の流れ

加入

共済加入後、代理店による定期検査を行っていただきます。

定期建物検査

毎年 劣化事象確認

・・・

共済期間終了
第二

共済期間

修繕工事業者の手配・見積

修繕工事の施工

共済金の請求 （契約者→共済組合）

加入・定期検査時チェックリスト

代
理
店

検査時期の到来 → システムでアラート！



４．⽀払われる共済⾦

共済⾦の額はいくらか︖

契約者が⽀払った掛⾦から
事業費等を差し引いた残額

≒「未経過共済掛⾦」

⼯事⽇の属する共済年度の前年度の末⽇までの

事業費等



４．⽀払われる共済⾦

X年目 共済年度 未経過共済掛⾦

1年目

2年目

3年目

・・・ ・・・ ・・・

9年目

10年目

ー 満期

【2022年3月加⼊・10年契約のケース】

2022年3月1⽇〜 2023年2月末⽇

2023年3月1⽇〜 2024年2月末⽇

2024年3月1⽇〜 2025年2月末⽇

1年目までの払込額※

2年目までの払込額

なし

2030年3月1⽇〜 2031年2月末⽇ 8年目までの払込額

2031年3月1⽇〜 2032年2月末⽇ 9年目までの払込額

10年目までの払込額修
繕

※ 事業費等を控除後（以下同じ）



全国賃貸住宅修繕共済協同組合共済契約の継続 （新たな契約）①

契約を更新する場合、共済期間終了時における未経過共済掛金を
新たな契約の未経過共済掛金に繰り入れることができます。

加入
加入（第二共済期間）

・・・

定期検査

共済金請求

未経過共済掛金 ３00
万円

１０００
万円

第2共済期間の未経過共済掛金に
ロールオーバー

（１） 共済期間の終了時に、修繕工事を行った場合のイメージ

700
万円



全国賃貸住宅修繕共済協同組合共済契約の継続 （新たな契約）②

契約を更新する場合、共済期間終了時における未経過共済掛金を
新たな契約の未経過共済掛金に繰り入れることができます。

加入 加入（第二共済期間）

・・・

定期検査 共済金請求

未経過共済掛金

800
万円

200
万円

第2共済期間の未経過共済掛金に
ロールオーバー

（２） 共済期間中に、修繕工事を行った場合のイメージ

未経過
共済掛金



全国賃貸住宅修繕共済協同組合共済契約の継続 （新たな契約）③

（１） 共済の対象の譲渡 （オーナーチェンジ）

共済契約の権利・義務も物件の譲受人（新オーナー）に移転する

※評価は当事者間の合意によります。一般的には請求権に準じる

（２） 共済契約者の変更 （死亡によるもの）

法定相続人に権利及び義務が移転する

※ いずれも遅滞なく、書面をもって共済組合に通知いただきます

※『掛け捨ての商品』のため相続税の評価対象外



全国賃貸住宅修繕共済協同組合事業費について

◆契約者負担

料率 払方

① システム利用料 未経過共済掛金残高の１％（毎年） 既払込掛金から控除

② 決済サービス手数料 ２００円/回 （月払・年払同じ） 引き落し時に上乗せ



全国賃貸住宅修繕共済協同組合掛金の経費化について

■ 加入者のメリット ＝ 掛金の「経費化」

年
間
収
入

課
税
所
得

経
費

年
間
収
入

課
税
所
得

経
費

共
済
掛
金

現状 加入後

共済掛金を拠出することで、当年利益の軽減につながる（黒字の場合）

① 共済掛金を拠出

◆将来の修繕を計画・準備

② 全額経費へ計上できる

◆利益の軽減



全国賃貸住宅修繕共済協同組合

重要な確認事項

1. 本共済は、賃貸住宅の大規模修繕に備えることを目的とした補償商品です

2. 本共済は、火災保険や地震保険の代替となる補償商品ではありません

3. 本共済は、掛け捨て商品であり、積立を目的とするものではありません

4. 本共済は、期中で解約したり契約が満期を迎えても、共済掛金の返戻はありません

5. 本共済の対象は、「修繕」であり、「性能向上（グレードアップ）」は含まれません

6. 対象となる物件に既に劣化事象が発生している場合、あらかじめ修繕を行わなければ

本共済に加入できません

7. 共済金は、修繕を実施した業者に直接支払われます

すべての項目につき納得・了承を得る必要があります。

必ずご認識いただくこと



Ⅲ．質疑応答



全国賃貸住宅修繕共済協同組合お問い合わせ先

資産活用部資産活用課

連絡先：０９２－７５２－１０００

F A X：０９２－７５２－６０００

（日・祝 第２・第４土曜休み）

Mail：shisan@miyoshi.co.jp


